
 

（出典：県環境生活部資料）

９ 食品ロス

全国では、年間約 万トンにのぼる食品ロスが発生しています。そのうち、本県で

は、年間約７万トンにのぼる食品ロスが発生しています。

（出典：環境省 食品廃棄物等の利用状況等 平成 年度推計 及び県環境生活部資料）

食文化の継承

料理や味、食べ方・作法の伝統を受け継いでいる県民の割合は 以上で、そのうち、

次世代や地域へ引き継いでいる県民の割合は約 です。

（出典：県政世論調査）
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第３章 山口県が目指す食育の方向

１ 基本理念

県民一人一人が、食の大切さを理解し、食に関する正しい知識や判断力を身に付け、

生涯にわたって健全な食生活を実践することにより、健やかな体と豊かな心を持ったひ

とづくり、地域づくりを目指します。

２ 重点課題

基本理念の実現のため、国の「第３次食育推進基本計画」を基本とし、本県のこれま

での食育の取組等を踏まえ、５つの重点課題を設定します。

（１）若い世代を中心とした食育の推進

子ども（幼少期～学童期）においては、健全な食生活を身に付け、食習慣を形成する

基礎となる重要な時期であり、 歳代や 歳代はこれから親になる世代であること

から、若い世代は食に関する知識や取組を次世代に伝えつなげていく大切な存在とな

ります。こうした世代に対する食育の推進が、未来の山口県の食育へとつながるため、

学校や関係団体等と連携を図り、若い世代を中心とした食育を推進します。

（２）多様な暮らしに対応した食育の推進

県民一人一人が健全な食生活を実践できるよう、日常生活の基盤である家庭におい

て、確実に食育を推進していく必要があります。少子高齢化や世帯構造の変化により、

家庭生活が多様化する中で、家庭や個人の努力のみでは健全な食生活の実践が困難な

状況があるため、地域や関係団体が県民と連携・協働を図りつつ、子どもや高齢者を

含む全ての県民が充実した食生活を実践できるよう食育を推進します。

（３）健康寿命の延伸につながる食育の推進

本県における健康寿命の延伸は、だれもが生涯にわたり、住み慣れた家庭や地域で

安心していきいきと暮らせる社会づくりの実現に向けた県民全体の課題です。生活習

食でつながる ひとづくり 地域づくり



 

慣病の発症・重症化の予防や改善につながる健全な食生活を実践できるよう、関係機

関・団体等様々な関係者が連携を図り食育を推進します。

（４）食の循環や環境を意識した食育の推進

食に対する感謝の念を深めていくため、食料の生産から消費に至る食の循環を意識

し、生産者をはじめとした多くの関係者により食が支えられていることを理解するこ

とが大切です。また、食品ロスにより環境への負荷を生じさせていることから、食品

廃棄物の発生抑制を推進するなど環境に配慮することが必要です。生産から消費まで

の一連の食の循環を意識しつつ、食品ロスの削減等環境に配慮した食育を推進します。

（５）食文化の継承に向けた食育の推進

地元食材を家庭で料理して食べることは食育の基本であるため、食育活動を通じて、

郷土料理や伝統食材、食事の作法等、伝統的な食文化に関する県民の関心と理解を深

めることにより、伝統的な食文化の保護・継承を推進します。

《 重点課題に取り組むにあたっては、次の２つの視点に留意する必要があります 》

食育の推進に当たっては、子どもから成人、高齢者に至るまで、生涯を通じた取組

を引き続き目指していくことが重要です。

特に、子どものうちに健全な食生活を確立することは、生涯にわたり健全な心身を

培い、豊かな人間性を育んでいく基礎となるため、子どもへの食育の基礎を形成する

場である家庭や学校、保育所等との連携により食育の取組を確実に推進します。

また、高齢者が健康でいきいきと生活できるよう、生活の質にも配慮しながら、健

全な食生活の確保に向けた取組を推進します。

食育に関する施策の実効性を高めていくためには、県、市町、教育関係者、農林漁

業者、食品関連事業者、ボランティア等、食育に係る様々な関係者が主体的かつ多様

に連携・協働してネットワークを築き、取組を推進していくことが極めて重要である

ため、取組の充実が図られるよう、互いに必要な資料や情報の提供、意見交換等、適

切な協力や支援を行い取組を推進します。

 

第４章 食育の総合的な推進

本県の基本理念や重点課題を踏まえ、食育基本法第 条から第 条に規定された基本

的な施策において、具体的な取組を展開します。

１ 家庭における食育の推進

食に関する情報や知識、伝統や文化等については、従来から家庭を中心に地域の中で共

有され、世代を超えて受け継がれてきました。

しかし、社会環境の変化や生活習慣の多様化などにより、家庭における食に関する作法

や望ましい食生活の実践等が十分ではなくなり、健康寿命の延伸の観点からも家庭におけ

る日々の食生活を見直す必要が生じていることから、次世代に伝え、つなげる食育の推進

がこれまで以上に重要となっています。

このため、家庭において食育に関する理解が進むよう、食育活動を通じて学んだことに

ついて、家庭での共有も促進しながら適正に取組を行うことが必要です。

（１）子どもの基本的な生活習慣の形成 （関連目標 ）

近年、子どもたちを取り巻く社会環境の変化等に伴い、偏った栄養摂取、朝食欠食等の

食生活の乱れや肥満・痩身傾向が見られるなど食に起因する健康課題が懸念されています。

子どもたちが知・徳・体のバランスがとれた「生きる力」を身に付けていくためには、そ

の基盤となる健全な食生活の実践や睡眠時間の確保といった生活習慣の確立が必要です。

各学校においては、「食育」「遊び・スポーツ」「睡眠」の各領域での取組のさらなる充実

を図るとともに、「健康教育」としての一体的な取組を促進するための支援や指導を継続し

て、望ましい生活習慣の定着の取組が図られています。

こうしたことから、全ての教育の出発点である家庭での家族のふれあいは、子どもが様々

な生活習慣を形成する上で重要な役割を担っていると考えられます。毎日朝食がしっかり

と食べられるように、 分の早寝早起きを呼びかける「早寝早起き朝ごはん」運動の推進

をはじめ、遊び・スポーツをする機会の増加や読書の習慣付けといった取組を一体的に進

め、学校、家庭、地域が連携して、子どもの基本的な生活習慣の形成に向けた取組を推進

します。


